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ASD親子勉強会クレア 運営規約 

第１条（会の目的） 

発達障害児者の心身の健康的な成長のため、保護者および支援者が学びを深めると同時に、参

加者の精神的な相互扶助を目的とする。 

 

第２条（名称） 

当会の名称を「ASD親子勉強会クレア」とする。 

 

第３条（事務局所在地） 

当会の事務局を以下に置く。 

〒241-0014 横浜市旭区市沢町 132 ヴェルドミール B201（代表者自宅内） 

 

第４条（会員） 

発達障害児者（疑いを含む）の保護者または支援者など、当事者の健全な成長を願う者で、当会

の趣旨および定める規約に同意することを参加の条件とする。 

 

第５条（役員） 

当会に以下の役員を置く。 

代表 １名 

会計 １名 

 

第６条（運営） 

おおむね年１０回の勉強会を開催する。重要事項については役員による運営会議を行い円滑な業

務遂行に努めるものとする。 

 

第７条（会費） 

入会費および年会費は設けない。定例開催のともまなび勉強会は１回 500円とする。また、その他

の勉強会については必要に応じて都度参加費を定める。各勉強会への参加者はこれを負担し、原

則これを財源に運営費用として充てるものとする。 

 

第８条（規約改正） 

当規約は、役員の総意をもって改正することができる。 
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会則 

 

一、 勉強会に参加する中で知り得た会員、協力者および関係する ASD当事者の個人情報につい

て、第三者に漏洩または開示することを禁止する。 

 

一、 当会が主催するすべてのセミナー、講演会等において配布された資料の無断転用、コピー（磁

気的方法によるものを含む）の作成、および改ざんを禁止する。 

 

一、 子どもを対象とするイベントを除き、言葉を理解できる子供の入室は不可とする。これに該当し

ない乳児および、乳児１名につき付き添い１名まで同伴可とする。 


